
 
 
第１章 一般廃棄物処理事業の概要 
 
１ 計画処理区域        

市町村において、一般廃棄物の処理事業を行う計画処理区域は、府全域であり、平成２１年１０月 

１日現在で１，８９７．４２k㎡、総人口は、８，８９６，１２７人である。 

また、府内の市町村数は平成２３年４月１日現在、３３市９町１村の合計４３団体で一部事務組合は 

１１団体である。 
 
  
 表１－１ 計画処理区域人口等                              （各年１０月１日現在） 

 
区分 

年度 

市町村数 
面積 (km2) 人口 (人) 

市 町 村 計 

平成１７年度 33 9 1 43 1,894.10 8,880,414 

平成１８年度 33 9 1 43 1,894.10 8,882,346 

平成１９年度 33 9 1 43 1,897.20 8,885,147 

平成２０年度 33 9 1 43 1,897.42 8,889,744 

平成２１年度 33 9 1 43 1,897.42 8,896,127 

  

  表１－２ 一部事務組合及び構成市町村                                         （平成２３年４月１日現在） 
 一部事務組合名 設立年月日 構成市町村 

ご
み
・
し
尿 

泉北環境整備施設組合 昭和38年 2月 1日 泉大津市、和泉市、高石市 

柏羽藤環境事業組合 昭和39年 2月14日 柏原市、羽曳野市、藤井寺市 

泉佐野市田尻町清掃施設組合 昭和40年 5月24日 泉佐野市、田尻町 

南河内環境事業組合※1 昭和42年10月19日 
富田林市、河内長野市※2、大阪狭山市、 

太子町、河南町、千早赤阪村 

 
 

ご 
 

 
 

 
 

み 

豊中市伊丹市クリーンランド 昭和36年 3月20日 豊中市、兵庫県伊丹市 

東大阪都市清掃施設組合 昭和40年10月 4日 大東市、東大阪市 

四條畷市交野市清掃施設組合 昭和41年 1月20日 四條畷市、交野市 

岸和田市貝塚市清掃施設組合 昭和41年 9月 5日 岸和田市、貝塚市 

泉南清掃事務組合 昭和42年10月21日 泉南市、阪南市 

猪名川上流広域ごみ処理施設組合※3 平成12年 8月11日 
豊能町、能勢町、兵庫県川西市、 

猪名川町 

北河内４市リサイクル施設組合 平成16年 6月 1日 枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野市 

し
尿 東大阪市・大東市清掃センタ－※4 昭和49年 8月 1日 大東市、東大阪市 

－ 豊能郡環境施設組合※5 昭和61年 4月 1日 豊能町、能勢町 

※1 し尿処理施設を運営していた富美山環境事業組合（構成市町村：富田林市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、 

 堺市（旧美原町）は平成22年3月31日に解散。同年4月1日よりし尿処理施設は南河内清掃施設組合に移管されるとともに、 

 南河内環境事業組合に名称変更。 

※2 河内長野市については、ごみのみの処理。 

※3 平成22年4月1日より豊能町・能勢町のごみの処理について、猪名川上流広域ごみ処理施設組合(兵庫県川西市)へ処理業務移管。 

※4 平成22年3月31日に解散。事務に関しては、東大阪市環境部環境整備課に引き継がれ、処理業務はそれぞれの市で実施。 

※5 豊能郡環境施設組合は、停止した焼却炉の解体事業を実施。 
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猪名川上流広域ごみ処理施設組合 

（平成２３年４月１日現在） 

 

※詳細は、表１－２参照 

南河内環境事業組合 

図１-１-１ 市町村及び一部事務組合（ごみ関係） 
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東大阪市大東市清掃センター※

柏羽藤環境事業組合 

南河内環境事業組合 

泉北環境整備施設組合 

泉佐野市田尻町清掃施設組合 

図 1-1-2 市町村及び一部事務組合（し尿関係） 

（平成 23年 4月 1 日現在） 

※平成 22年 3 月 31 日に解散 
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２ 一般廃棄物処理事業経費 

府民１人当りの一般廃棄物処理事業経費表１－６に示すとおり１６，７２４円／年で、 

一般廃棄物処理事業経費のうち処理施設整備のための建設改良費及びその他を除いた府民 

１人当りの処理及び維持管理費では、ごみは１２，８２１円／年、し尿は９５０円／ 

年である。 

ごみ・し尿の単位当りの処理及び維持管理費は表１－３に示すとおり、ごみ１ｔ当り 

３３，７６８円、し尿１kl当り１１，３９５円である。 

  
 
 
 
表１－３ ごみ・し尿の単位当りの処理及び維持管理経費                                                  
 
 

年 度           区 分         単 位           大 阪 府           全 国           
 

 
平成１７年度 

ご  み 円／ｔ 31,215 30,435 

し  尿 円／kl 14,649 8,465 

 
平成１８年度 

ご  み 円／ｔ 30,341 30,806 

し  尿 円／kl 11,474 8,106 

 
平成１９年度 

ご  み 円／ｔ 31,222 32,161 

し  尿 円／kl 11,569 8,314 

 
平成２０年度 

ご  み 円／ｔ 32,848 33,868 

し  尿 円／kl 10,817 8,300 

 
平成２１年度 

ご  み 円／ｔ 33,768 34,643 

し  尿 円／kl 11,395 8,122 
 

 （ごみ） 

   （計算式）処理及び維持管理費 ÷ ごみ総量（集団回収量含まない） 

   ・大阪府   111,371,786千円  ÷  3,298,139 ＝ 33,768円／ｔ 

   ・全 国 1,505,606,042千円  ÷ 43,460,635 ＝ 34,643円／ｔ 

 

 （し尿） 

   （計算式）処理及び維持管理費 ÷ し尿処理量 

   ・大阪府    8,252,417千円  ÷    724,207 ＝ 11,395円／KL 

   ・全 国  193,086,615千円  ÷ 23,771,869 ＝  8,122円／KL 
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表１－４  廃棄物処理事業経費（歳入） （単位：千円）

歳入 特定財源 一般財源 合計

国庫支出金 府支出金 地方債 使用料及び手数料 その他 計

ごみ 4,639,429 237,884 7,432,253 12,345,326 12,100,275 36,755,167 99,132,131 135,887,298

し尿 0 510 32,100 805,580 97,393 935,583 8,454,122 9,389,705

計 4,639,429 238,394 7,464,353 13,150,906 12,197,668 37,690,750 107,586,253 145,277,003

           ※特定財源のその他は、左記指定費目以外の廃棄物処理事業に係る特定財源

表１－５  廃棄物処理事業経費（歳出） （単位：千円）

歳出

人件費 処理費 車輌等購入費 委託費 調査研究費 小計

収集運搬 中間処理 最終処分

ごみ 52,113,612 5,220,455 20,373,256 525,735 941,721 32,171,125 25,882 111,371,786

し尿 2,068,998 308,309 1,866,966 35,559 10,197 3,950,951 11,437 8,252,417

計 54,182,610 5,528,764 22,240,222 561,294 951,918 36,122,076 37,319 119,624,203

歳出 建設改良費

工事費 調査費 小計 その他 合計

収集運搬施設 中間処理施設 最終処分場 その他

ごみ 0 19,610,798 184,131 968,437 77,023 20,840,389 3,675,123 135,887,298

し尿 0 286,245 0 11,095 7,119 304,459 832,829 9,389,705

計 0 19,897,043 184,131 979,532 84,142 21,144,848 4,507,952 145,277,003

※歳出のその他は、第三セクターへの拠出金等、他の項目に属さない経費

表１－６  府民１人当たりの処理事業経費（住基台帳人口） （単位：円/年）

区分

ごみ し尿 合計 ごみ し尿 合計

年度 （１人当り） （１人当り） １人当り （１人当り） （１人当り） １人当り

平成17年度 17,043 1,910 18,954 14,228 1,536 15,764

平成18年度 16,339 1,434 17,773 13,649 1,120 14,769

平成19年度 16,776 1,245 18,021 13,701 1,057 14,757

平成20年度 15,602 1,131 16,733 13,431 960 14,391

平成21年度 15,643 1,081 16,724 12,821 950 13,771

処理及び維持管理費（建設改良費及びその他は含まない）一般廃棄物処理事業経費

処理及び維持管理費
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３ 一般廃棄物処理事業従事職員数 

市町村及び一部事務組合の一般廃棄物処理事業に従事している職員数を表１－７に示す。 

ごみ関係に従事している職員数は６，４７６人、し尿関係は２６０人、総数は６，７３６人 

でこのうち収集・運搬に４，０１３人が従事しており、全体の約６割を占めている。その内

訳は、ごみ関係３，９５３人、し尿関係６０人である。 

 

 

 

表１－７ 一般廃棄物処理事業従事職員数                                               （単位：人） 

 事務系 技術系 収集運搬 中間処理 最終処分 その他 計 

ごみ 825  485  3,953  1,082  8  123  6,476  

し尿 93  63  60  34  1   9  260  

計 918  548  4,013  1,116   9 132  6,736  

 

 

 

４ 一般廃棄物処理の委託・許可件数の状況 

府下における一般廃棄物処理業の委託及び許可件数を表１－８に示す。 

ごみの委託件数は、市町村において３７６件、一部事務組合では１７件の合計３９３件で 

あり許可件数については市町村のみで８０１件である。 

また、し尿の委託件数は、市町村において７５件、一部事務組合では３件の合計７８件 

であり、許可件数については市町村のみで３５２件である。 

 

 

 

表１－８ 一般廃棄物処理の委託・許可件数                                     

 ごみ（件） し尿（件） 

委託 許可 委託 許可 浄化槽清掃業 

市 町 村 376 801 75 352 332 

一部事務組合 17     3   

計 393 801 78 352 332 
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